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令和４年度診療報酬改定対応 第二版のご案内（重要） 
 

ファーストケア居宅サービス提供版は V7.1.700 で令和 4 年度診療報酬改定に基づく医療法研

請求、利用者請求ができるようになりました。 

■令和 4 年度診療報酬改定版バージョン 

  ファーストケア居宅サービス提供版 V7.1.700 

■バージョンアップ 

 システム管理者でファーストケアへログインし、自動バージョンアップで更新します。 

■厚生労働省より以下の疑義照会回答がありました。 

 Q：「訪問看護基本療養費Ⅰ（ハ） 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに

係る専門の研修を受けた看護師」を算定する場合の様式４訪問看護療養費請求明細書の訪問

日の記載は？ 

 A：「専門の研修を受けた看護師」が訪問し、訪問看護を提供した日は全て☆を記載する。 

 ファーストケアの登録は同行訪問した全日で資格者区分「ｘｘケア専門看護師」を選択します。 

＝＝＝＝＝ 以下のご案内は、前回（V7.1.690）の内容と同様です ＝＝＝＝＝ 

■事業所情報の設定 

 令和 4 年診療報酬改定では「専門管理加算」と「遠隔死亡診断補助加算」が新設されました。 

《各種登録情報》〈事業所情報〉[事業所体制値]画面で新規ボタンをクリックし、適用開始日は

「令和 4 年 4 月 1 日」と入力します。算定状況により新設加算について、「1.なし」「2.あり」

のいずれかを選択して保存してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■改定内容 

 この資料では、ファーストケア居宅サービス提供版で対応した改定項目の概要をご案内します。 

訪問看護に関するすべての改定項目・詳細は、下記厚生労働省サイト等をご確認ください。 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html 
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①機能強化型訪問看護ステーションの見直し 

第１ 基本的な考え方 

機能強化型訪問看護ステーションの更なる役割の強化を図る観点から、研修の実施等に係る要

件及び評価を見直す。 

第２ 具体的な内容 

機能強化型訪問看護療養費１及び２について、他の訪問看護ステーションや地域住民等に対す

る研修及び相談の対応実績があることを必須の要件とするとともに、評価を見直す。 

  月の初日の訪問日の場合 

  イ．機能強化型訪問看護管理療養費１ 12,530 円 → 12,830 円 

  ロ．機能強化型訪問看護管理療養費２  9,500 円 →  9,800 円 

 

②訪問看護指示書の記載欄の見直し 

第１ 基本的な考え方 

医師の指示に基づき、医療的ニーズの高い利用者に対する理学療法士等による訪問看護が適切

に提供されるよう、理学療法士等が訪問看護の一環として実施するリハビリテーションに係る

訪問看護指示書の記載欄を見直す。 

第２ 具体的な内容 

令和３年度介護報酬改定において、理学療法士等が訪問看護の一環として実施するリハビリテ

ーションの時間及び実施頻度等を訪問看護指示書に記載することとされたことを踏まえ、医療

保険制度においても同様 の対応を行うこととし、訪問看護指示書に当該事項に係る記載欄を設

ける。 

《サービス計画》〈訪問看護〉[訪問看護指示書]画面 
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③専門性の高い看護師による訪問看護における専門的な管理の評価の新設 

第１ 基本的な考え方 

質の高い訪問看護の更なる充実を図る観点から、専門性の高い看護師が、利用者の病態に応じ

た高度なケア及び管理を実施した場合について、新たな評価を行う。 

第２ 具体的な内容 

専門の研修を受けた看護師が、専門的な管理を含む訪問看護を実施する場合の評価を新設する。 

  イ．緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護

師が計画的な管理を行った場合（悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利

用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者（医科点数表の区分番号Ｃ０１３に掲げる

在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の利用者）又は

人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者に対して行った場合

に限る。）  2,500 円 

ロ．特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合（医科点数表の区分番号Ｃ

００７の注３又は区分番号Ｉ０１２－２の注３に規定する手順書加算を算定する利用者に

対して行った場合に限る。）   2,500 円 

 

 

《予定管理》〈月間個人予定〉[訪問看護サービス]画面 

《実績管理》〈月間個人実績〉[訪問看護サービス]画面 

 

 

 

                               ※訪問看護療養費明細書の

訪問日に「☆」を記載する

ため、専門管理加算の対

象となる訪問日は「専門

管理加算の訪問日」にチ

ェックをつけてください。 

 

 

 

 

※ロを算定する場合は手順

書交付年月日（必須）と直

近見直し年月日（見直し

た場合のみ）の入力が必

要です。 
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 イを算定する場合              ロを算定する場合 

  

 

 

 

④複数名訪問看護加算の見直し 

第１ 基本的な考え方 

看護補助者による複数回の同行訪問のニーズを踏まえ、複数名訪問看護加算の要件を見直す。 

第２ 具体的な内容 

複数名訪問看護加算（複数名訪問看護・指導加算）における看護補助者が同行する場合の加算

について、看護師等が同行する場合も算定可能とする。 

 

 

 

 

 

 

                           同行者の表記が「看護補助者」から                                                                    

                           「その他職員」に変わります。 

 

⑤医療的ニーズの高い利用者の退院支援の見直し 

 第１ 基本的な考え方 

退院日の利用者の状態及び訪問看護の提供状況に応じた評価を行う観点から、退院支援指導加

算の評価の在り方を見直す。 

第２ 具体的な内容 

退院日に看護師等が長時間の退院支援指導を行った場合の評価を新設する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               退院日に看護師等が長時間 

の退院支援指導を行った 

場合は、「長時間」にも 

チェックします。 
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                          再入院もしくは死亡で単独算定する場

合は、単独算定用の「退院支援指導加

算」にチェックし、「長時間」にもチェ

ックします。単独算定をクリックする

と、「長時間の訪問を要する方ですか？」

のメッセージが表示されます。長時間

の場合は、「はい」をクリックしてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

⑥同一建物居住者に対する訪問看護に係る評価区分の見直し 

第１ 基本的な考え方 

訪問看護の事務手続簡素化の観点から、難病等複数回訪問加算等における同一建物内の利用者

の人数に応じた評価区分を見直す。 

第２ 具体的な内容 

訪問看護において同一建物内の利用者の人数に応じた評価区分を設けている加算について、同

じ金額の評価区分を統合する。 

 

  

 

                              同一建物内 1 人 

                              同一建物内 2 人 

                              同一建物内 3 人以上 が 

                              同一建物内 1 人又は２人 

                              同一建物内 3 人以上 

に変わります。 

 

 

⑦ICT を活用した遠隔死亡診断の補助に対する評価の新設 

 第１ 基本的な考え方 

医師が ICT を活用して死亡診断等を行う場合において、研修を受けた看護師が当該医師の補

助を行うことについて、新たな評価を行う。 

第２ 具体的な内容 
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医師が行う死亡診断等について、ICT を活用した在宅での看取りに関する研修を受けた看護師

が補助した場合の評価として、訪問看護ターミナルケア療養費に遠隔死亡診断補助加算を新設

する。 

 

 

                                ターミナルケア療養費の 

死 亡 日 の 状 況 画 面 で                                 

「遠隔死亡診断補助加算」

にチェックします。 

 

 

 

 

 

 

 

■4 月の医療保険スケジュールを旧バージョン（V7.1.680 以前）で作成した場合、診療報酬改

定版で 3 月から 4 月へスケジュールを複写した場合は、新設された項目が未設定になる箇所が

あります。該当する場合は必ず確認し、追加設定をしてください。 

  

 ①以下の療養費を算定する場合、詳細情報の新設項目をご確認ください。 

  ●ターミナルケア療養費を算定する際の死亡場所が「2.施設」の場合は、施設種類の選択が

必要です。 
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  ●情報提供療養費の情報提供先の選択が必要です。 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②療養費明細書情報の新設項目をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

  ●訪問看護療養費明細書に住所を記載する変わりに、訪問した場所を記載するようになりま

した。訪問場所が「自宅」以外の場合は設定ボタンをクリックして、訪問場所を変更して

ください。同月に訪問した場所が複数ある場合は、すべてチェックします。2.施設の場合

はチェックをつけて、施設名をクリックします。訪問先の施設名を１つずつクリックして

すべての施設名を選択します。 

2.学校等の場合 

3.医療機関の場合 

1.市（区）町村等の場合 
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  ●専門管理加算（ロ）を算定し、医師が特定行為を行う必要性を認めた患者の病状の範囲及

び診療の補助の内容等に係る手順書の交付を受けた場合は、手順書交付年月日と直近見直

し年月日の入力が必要です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ＞ 

■ヘルプデスク：ご契約時にお知らせした電話番号までお問合せください。 

（電話受付：弊社営業日 10:00～12:00、13:00～17:00 土日祝祭日除く） 


